
機能回復訓練室の利用方法（7 月 1 日～） 

 ～感染症対策～ 
 

・利用時間は 9：45～15：35、1 回毎の総入れ替え制といたします。 

 各回の利用時間は電子浴が 20 分間、それ以外の機器は 15 分間といたします。 

 機器使用後は職員が消毒を行いますので 15 分間（電子浴は 10 分間）利用できません。 

 

・利用可能機器台数は電子浴 6 台、マッサージ器 2 台、その他機器は各 1 台ずつ。 

 

・ご利用は 1 種目につき 1 日 1 回ずつです。同じ機器を複数回使うことは原則できませ

ん。（利用希望者がいなくて空いている機器は職員に了承を得た上であれば可） 

 

・機能回復訓練室入口外側に種目ごとの利用者名簿を設置いたします。 

必ずご記入の上ご利用ください。お名前の記入は 1 種目のみ。他の種目も利用したい場

合は利用が済んでから改めてご記入ください。同時に複数の記入は厳禁です。 

 

・時間割に沿ってご利用いただきます。開始時間より遅れて入室された場合も終了の時間は

他の利用者と一緒になります。時間に余裕を持ってご利用ください。 

 

・飛沫感染防止のため訓練室内での会話は控えてください。利用後は速やかに退室願いま

す。訓練室前ラウンジでも密接しないよう離れて待機してください。 

 

利用時間割 

回 開始時間 回 開始時間 回 開始時間 

①  9：45 ⑤ 11：45 ⑨ 13：45 

②  10：15 ⑥ 12：15 ⑩ 14：15 

③  10：45 ⑦ 12：45 ⑪ 14：45 

④  11：15 ⑧ 13：15 ⑫ 15：15 

利用方法が変わり皆様にはご不便をおかけいたしますが 

感染症予防のためご協力をお願いいたします。 
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